
岩手県選挙管理委員会告示第 92号 

 岩手県選挙等執行規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成 18 年９月 15日 

                                         岩手県選挙管理委員会 

                                              委員長 野 村   弘

  

岩手県選挙等執行規程の一部を改正する告示 

第１条 岩手県選挙等執行規程（昭和 57 年岩手県選挙管理委員会告示第 11 号の２）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（候補者届出政党が掲示するポスターの証紙の交付又は検印） 

第76条 ［略］ 

２ 前項の証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、県の

委員会が交付するポスター証紙交付票（様式第54号）により請

求しなければならない。 

 

３ ［略］ 

４ 県の委員会は、第１項の証紙を交付したときは、候補者届出

政党用ポスター証紙交付整理簿（様式第56号）にその状況を記

録するものとする。 

別表第１（第64条関係） 

（候補者届出政党が掲示するポスターの証紙の交付又は検印） 

第76条 ［略］ 

２ 前項の証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、ポス

ター証紙交付票（様式第54号）に掲示しようとするポスターの

見本１枚（記載内容が異なるごとに各１枚）を添えて、県の委

員会に請求しなければならない。 

３ ［略］ 

４ 県の委員会は、第１項の証紙を交付したとき、又は前項の検

印を行ったときは、候補者届出政党用ポスター証紙交付整理簿

（様式第56号）にその状況を記録するものとする。 

別表第１（第64条関係） 

 選挙区 出張所   選挙区 出張所  

  ［略］     ［略］   

 
花巻 稗貫   ［略］ 

  花巻 稗貫 遠

野 
 ［略］ 

 

  ［略］     ［略］   

 水沢 江刺 胆

沢 
岩手県選挙管理委員会事務局水沢出張所 

  水沢 江刺 胆

沢 
岩手県選挙管理委員会事務局奥州出張所 

 

 一関 ［略］    

 東磐井 岩手県選挙管理委員会事務局千出張所   
一関 東磐井  ［略］ 

 

 大船渡 陸前高

田 
 ［略］ 

   

遠野 岩手県選挙管理委員会事務局遠野出張所 

大船渡 陸前高

田 
 ［略］ 

 

［略］  

  

 ［略］  

 

 

様式第35号の４（第48条関係） 

 （知事選挙における計算表） 

無効投票計算表 

 ［略］ 

 第２表  

様式第35号の４（第48条関係） 

 （知事選挙における計算表） 

無効投票計算表 

 ［略］ 

 第２表  

 無効種別     無効種別    
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 ［略］ ［略］ 
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 ［略］ ［略］ 

 

  ［略］     ［略］   

 注 ［略］ 

様式第80号の５（第137条関係） 

 （参議院比例代表選出議員の選挙において投票所内の投票を

記載する場所その他適当な箇所における掲示） 

 注 ［略］ 

様式第80号の５（第137条関係） 

 （参議院比例代表選出議員の選挙において投票所内の投票を

記載する場所その他適当な箇所における掲示） 
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 注 ［略］ 

様式第93号（第153条関係） 

 注 ［略］ 

様式第93号（第153条関係） 

  ［略］   ［略］  

   注 岩手県選挙管理委員会の印は、刷込み式とする。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。  

第２条 岩手県選挙等執行規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第64条関係） 別表第１（第64条関係） 

 選挙区 出張所   選挙区 出張所  

 
盛岡 岩手 紫波  ［略］ 

  盛岡 八幡平 岩手

紫波 
 ［略］ 

 

 花巻 稗貫 遠野 ［略］   花巻 遠野  ［略］  

  ［略］     ［略］   

 水沢 江刺 胆沢 ［略］   奥州  ［略］  

 一関 東磐井  ［略］   一関   ［略］  

  ［略］     ［略］   

 二戸第一 二戸第二  ［略］   二戸  ［略］  

  
備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この告示は、平成 18 年９月 15 日から施行する。ただし、第２条の規定は、次の県議会議員の一般選挙から施行する。 

、

 ― 

、
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